
第
一
条
（
名
称
） 

 
名
称
は
任
意
と
し
、
大
宮
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
管
理

下
に
置
か
れ
る
。 

 

第
二
条
（
目
的
） 

サ
ー
ク
ル
活
動
を
通
じ
て
会
員
相
互
の
親

睦
と
交
流
を
図
り
、
体
力
及
び
知
識
の
向
上

を
目
的
と
す
る
。 

 第
三
条
（
会
員
構
成
） 

サ
ー
ク
ル
会
員
は
、
同
好
の
大
宮
Ｐ
Ｔ
Ａ

正
会
員
と
特
別
会
員
の
５
名
以
上
を
も
っ
て

構
成
す
る
。
た
だ
し
指
導
者
、
又
は
こ
れ
に
準

ず
る
人
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

第
四
条
（
運
営
） 

① 
 

サ
ー
ク
ル
に
は
、
必
ず
代
表
者
と
会
計

を
置
き
、
運
営
委
員
会
を
設
け
る
。 

② 
 

運
営
委
員
会
は
、
年
度
当
初
に
年
間
活

動
計
画
を
立
て
、
役
員
会
に
提
出
し
実
行

委
員
会
を
通
し
、
総
会
の
承
認
を
得
て
活

動
を
推
進
す
る
。 

③ 
 

活
動
内
容
は
、
運
営
委
員
会
で
自
主
的

に
決
め
て
計
画
す
る
。 

 

第
五
条
（
義
務
） 

サ
ー
ク
ル
代
表
者
は
、
毎
年
度
末
に
、
そ
の

年
の
サ
ー
ク
ル
の
活
動
内
容
・
会
計
報
告
の

義
務
が
あ
る
。
又
、
定
期
的
に
所
属
委
員
会
に

活
動
を
報
告
し
、
役
員
会
か
ら
の
召
集
が
あ

れ
ば
、
出
席
し
て
報
告
す
る
。 

 

第
六
条
（
運
営
費
） 

① 
 

大
宮
Ｐ
Ｔ
Ａ
予
算
よ
り
、
毎
年
度
当
初

の
総
会
後
に
サ
ー
ク
ル
活
動
の
助
成
金
と

し
て
、
若
干
の
交
付
を
受
け
る
こ
と
が
出

来
る
。 

② 
 

サ
ー
ク
ル
会
費
は
、
各
サ
ー
ク
ル
運
営

委
員
会
で
協
議
の
上
、
任
意
し
取
り
決
め

る
。 

 

第
七
条
（
新
規
サ
ー
ク
ル
の
設
立
） 

① 
 

新
規
サ
ー
ク
ル
の
設
立
に
あ
た
っ
て
は
、

年
度
末
の
役
員
会
迄
に
所
定
の
申
請
用
紙

に
、
サ
ー
ク
ル
名
称
・
設
立
趣
旨
・
活
動
内

容
・
日
時
場
所
・
内
規
・
名
簿
を
記
し
、
役

員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 
 

申
請
さ
れ
た
サ
ー
ク
ル
は
、
実
行
委
員

会
で
賛
同
さ
れ
、
年
度
当
初
の
総
会
の
承

認
を
得
て
設
立
し
、
こ
の
時
か
ら
サ
ー
ク

ル
活
動
が
で
き
る
。 

 第
八
条
（
解
散
） 

① 
 

何
ら
か
の
理
由
で
サ
ー
ク
ル
活
動
の
維

持
・
運
営
が
出
来
な
く
な
っ
た
場
合
、
速
や

か
に
解
散
す
る
。
た
だ
し
、
年
度
途
中
は
、

助
成
金
を
返
金
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

② 
 

サ
ー
ク
ル
細
則
に
反
し
た
り
、
大
宮
Ｐ

Ｔ
Ａ
と
し
て
相
応
し
な
い
と
思
わ
れ
る
内

容
の
サ
ー
ク
ル
は
、
解
散
を
求
め
る
場
合

が
あ
る
。
そ
の
場
合
、
サ
ー
ク
ル
廃
止
届
に

記
入
し
、
役
員
会
に
提
出
、
承
認
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

  
  
 

附 
 

則 
１ 

 

こ
の
サ
ー
ク
ル
細
則
は
、
平
成
二
十

五
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。 

サ

ー

ク

ル

活

動

細

則 


